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１ 東京都消費生活条例と食品の品質表示 

多くの商品の中から、消費者が自分の望むものを適切に選択し、購入・利用するために

は、正しく、十分な表示が必要である。 

都は、東京都消費生活条例（以下「条例」という。）に、食品・家庭用品の品質表示（第

16 条第１項）、サービス内容の表示（同条第２項）、自動販売機により販売される商品等

の表示（同条第３項）、品質等の保証表示（第 17条）及び単位価格表示（第 18条）の規

定を定め、事業者にこれらの表示を義務付けている。 

食品の品質表示に関しては、「東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表

示事項等の指定」（以下「告示」という。）によって、第 16条第１項の規定に基づく商品

ごとの表示すべき事項、表示の方法その他表示に際し事業者が守るべき事項を指定して

いる。 

 

２ 条例に基づく「調理冷凍食品」の品質表示 

都は、「調理冷凍食品」を条例第 16条第１項に基づく品質表示を義務付ける商品として

指定し、昭和 52年７月に施行した。 

条例に基づく告示の内容は以下のとおりである。 

商品 表示すべき事項 表示の方法その他表示に際し事

業者が守るべき事項 

七 調理冷凍食品 

(農林畜水産物に、選別、洗浄、

不可食部分の除去、整形等の前

処理及び調味、成形、加熱等の

調理を行つたものを凍結し、包

装し、及び凍結したまま保持し

たものであつて、簡便な調理を

し、又はしないで食用に供され

るものをいう。以下同じ。) 

 ただし、原材料配合割合の表

示にあつては食品表示法(平成

二十五年法律第七十号)に基づ

く食品表示基準(平成二十七年

内閣府令第十号)別表第三によ

り定められている調理冷凍食

品の項に定められた品目を除

き、原料原産地名の表示にあつ

ては食品表示基準第三条第二

項の表の原料原産地名の項の

下欄の第一項第一号、第二号

ロ、第三号及び第四号により原

産地を表示する原材料並びに

別表第十五により原料原産地

表示義務が課せられている品

目を除く。 

(一) 原材料配合

割合 

 

(一) 商品名に原材料の一部の

名称が付された調理冷凍食品に

あつては、当該原材料の仕込み時

の標準配合比をパーセントの単

位で単位を明記して表示するこ

と。ただし、重量の画一化が困難

なもの等で、グラムの単位で単位

を明記して表示することを適当

としない調理冷凍食品にあつて

は、その表示を省略することがで

きる。 

 

(二) 表示すべき事項は、包装の

見やすい箇所に印刷、押印又はラ

ベルの貼付その他の方法により

表示すること。 

 

(三) 表示に用いる文字は、日本

産業規格 Z 八三〇五(活字の基準

寸法)に規定する八ポイント以上

の大きさの活字を用い、背景の色

と対照的な色とすること。 

 (二) 原料原産地

名 

（略） 
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３ 条例に基づく「カット野菜及びカットフルーツ」の品質表示 

都は、「カット野菜及びカットフルーツ」を条例第 16条第１項に基づく品質表示を義務

付ける商品として指定し、平成４年 10月に施行した。 

条例に基づく告示の内容は以下のとおりである。 

商品 表示すべき事項 表示の方法その他表示に際し

事業者が守るべき事項 

四十四 カット野菜及びカットフ

ルーツ(包装されたものに限

る。) 

(一) 加工年月日 (一) 加工年月日は、野菜、果

菜又は果物を小さく切り、生食

用として食べやすく加工した

(カットした)日を次のいずれ

かに準じて表示すること。 

 

ア 加工年月日 平成 4年○月

○日 

 

イ 4.○.○ 加工 

 

ウ 加工年月日 1992 年○月

○日 

 

エ 1992.○.○ 加工 

 

(二) 表示すべき事項は、包装

の見やすい箇所に印刷、押印又

はラベルのちよう付その他の

方法により表示すること。 

 

(三) 表示に用いる文字は、原

則として日本産業規格 Z八三〇

五(活字の基準寸法)に規定す

る八ポイント以上の大きさの

活字とし、背景の色と対照的な

色で表示すること。 

 

４ 都における検討の経緯 

本諮問にあたり、都は、食品の安全の確保について所管する東京都食品安全審議会（以

下「食品安全審議会」という。）に対して意見を求め、その際、業界団体等からの意見聴

取に加え、都民等を対象としたパブリックコメントを行い、幅広い意見の集約を実施する

とともに、カット野菜及びカットフルーツに関する消費期限等の表示の実態について調

査を実施した。 

また、当審議会においては、第２回総会（令和７年６月 26日開催）において、本件に

関する検討状況について説明を受け、食品安全審議会での検討に向けた意見を聴取した。 

食品安全審議会においては、当審議会からの意見も踏まえ、食品安全の専門的な見地か

ら議論を重ね、「調理冷凍食品の原材料配合割合の表示義務」及び「カット野菜及びカッ

トフルーツの加工年月日表示義務」を廃止することが妥当である旨の意見がとりまとめ
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られた。（東京都消費生活条例に基づく 食品表示の見直しについて ＜意見取りまとめ＞

（令和７年 11月 東京都食品安全審議会）） 

 

５ 当審議会の判断 

以上の状況を勘案すると、諮問のあった、指定商品のうち「調理冷凍食品」について原

材料配合割合に関する事項の削除及び指定商品のうち「カット野菜及びカットフルーツ

(包装されたものに限る。)」の解除は妥当である。 

なお、商品選択に際して多様な情報提供を望む消費者が適切に情報を入手することが

できるよう、ホームページなどを通じた情報提供について、事業者や事業者団体が取り組

むことを期待する。 
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７生消企第 461号 

 

    東京都消費生活対策審議会 

 

 

東京都消費生活条例第４５条の規定に基づき、下記の事項について諮問

する。 

 

令和７年 12月 22日 

 

 

        東 京 都 知 事   小 池  百 合 子 

 

 

記 

 

東京都消費生活条例に基づく商品表示事項等に関する改正について 

(1) 指定商品のうち「調理冷凍食品」について、原材料配合割合に関

する事項の削除 

(2) 指定商品のうち「カット野菜及びカットフルーツ(包装されたもの

に限る。)」の解除  
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諮 問 事 項 

 

東京都消費生活条例に基づく商品表示事項等に関する改正について 

(1) 指定商品のうち「調理冷凍食品」について、原材料配合割合に関

する事項の削除 

(2) 指定商品のうち「カット野菜及びカットフルーツ(包装されたもの

に限る。)」の解除  

 

諮 問 の 趣 旨 

 

都は、東京都消費生活条例に基づき、消費者が商品を購入するに当たり、

その品質等について容易に情報を得ることができるように、品質等の表示

を行うべき商品を指定し、商品ごとに、表示すべき事項及び方法を定め、

事業者に対してこれらを表示することを義務付けており、指定する商品並

びに表示すべき事項及び方法は、同条例に基づく告示で定めている。 

調理冷凍食品の原材料配合表示については、昭和 52年７月に、当時、調

理冷凍食品の普及が著しく進む中、原材料の一部の名称が付された商品に

対し消費者の誤認を防止することを目的として定めたものである。近年で

は、消費者の価値観が多様化する中、原材料配合割合表示が必ずしも商品

の優劣を判断する材料とならなくなっていることから、国の食品表示制度

では、食品表示基準の改正により 10品目の調理冷凍食品の原材料配合割合

に係る、東京都と類似の表示ルールが廃止された。 

カット野菜及びカットフルーツの加工年月日表示については、平成４年

10月に、当時、食生活における調理の省力化等の進展に伴いこうした商品

が急速に普及する中、消費者の購入時における選択の目安とすることを目
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的として定めたものである。近年では、カット野菜及びカットフルーツに

おいて消費期限等の期限表示が広く普及していることから、消費者が購入

時における選択のための情報源として期限表示を活用できるようになって

いる。 

また、国の食品表示制度では、令和 5年 6月に閣議決定された「経済財

政運営と改革の基本方針 2023」において食品表示基準の国際基準への整合

化を推進する旨が示され、国際的な動向を踏まえた合理的でシンプルかつ

分かりやすい食品表示制度の検討を行うこととされたところである。 

これらの状況を踏まえ、合理的でシンプルかつ分かりやすい食品表示制

度を実現するため、東京都消費生活条例に基づく商品の指定の解除及び表

示すべき事項等の削除について諮問するものである。 
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第２８次東京都消費生活対策審議会委員名簿 
令和７年１２月１５日現在 

  氏     名 現     職 

会  長 鹿野 菜穂子 慶應義塾大学大学院法務研究科名誉教授 

会長代理 平澤 慎一 弁護士 

 あかねがくぼ 

かよ子 
東京都議会議員 

  生駒 芳子 
ファッション・ジャーナリスト、一般社団法人日本エシカル推進協議

会会長 

  小野 由美子 東京家政学院大学現代生活学部教授 

  柿本 章子 主婦連合会副会長 

  神山 久美 
山梨大学大学院総合研究部教育学域教授、山梨大学教育学部附

属小学校校長 

 川地 宏行 明治大学法学部専任教授 

  北村 光司 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 主任研究員 

  慶野 信一 東京都議会議員 

  小浦 道子 東京消費者団体連絡センター事務局長 

  齊木 茂人 公益社団法人消費者関連専門家会議専務理事 

  清水 とし子 東京都議会議員 

  髙須 光代 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟理事 

  角田 真理子 元明治学院大学法学部消費情報環境法学科教授 

  坪田 郁子 公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長 

  ときざき 直行 東京都議会議員 

  原田 由里 一般社団法人ＥＣネットワーク理事 

  平澤 哲哉 東京商工会議所総務統括部長 

  藤田 裕 弁護士 

  牧野 剛 日本チェーンストア協会専務理事 

 松谷 茂 一般財団法人東京私立中学高等学校協会総務部長 

 松永 今日子 東京都公立高等学校長協会副会長、東京都立小平高等学校長  

  宮瀬 英治 東京都議会議員 

専門員 岡崎 竜子 東京都金融広報委員会事務局長 

 藤沢 行男 東京都民生児童委員連合会常任協議員 

 山根 勉 公益財団法人東京都私学財団事務局長 

 


